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第 ４章  杉 並 区 に求 められる具 体 的 な都 市 型 水 害 対 策  
 

１．水 防 まちづくりの推 進  
 

（１）水 防 ステーションの設 置  
  総合的な治水対策のうち、雨水流出抑制施設の整備は、区が主体的に取

り組むべきものであり、現在の雨水流出抑制対策の目標到達率（平成 16
年度末時点 35.6％）を高めていく必要がある。 
雨水の流出抑制を図るため、区立学校や区立公園の草地化と併せて、雨

水貯留･活用施設として水防ステーションを整備する。学校の校庭等を活用

した雨水貯留は、東京都が昭和 50 年代に打ち出し、推進してきてはいたが、

杉並区では大きな拡がりとはならなかった。今回の杉並区における水防ス

テーション構想は、水防（防災）倉庫や水防情報掲示板等も設置し、地域

の水防（防災）まちづくりの拠点として、また、地域の防犯活動や緑化活

動等の場として、住民参加のもとで、地域の水防とコミュニティ活性化づ

くり推進の拠点となるものである。 
 

①水防ステーションのコンセプト  

 

1) 区立学校、区立公園への雨水貯留･活用施設の設置 

  内水氾濫対策の観点から、区立学校や区立公園のグランドに貯留するか、

または、その地下に雨水貯留施設を設けることで、雨水流出の抑制を図る。 
  
2) 周辺住民による水防まちづくり協議による小規模公園の整備 

  小規模公園における水防ステーションの設置にあたっては、周辺住民の

参加を得て、当該地域に必要な施設機能の検討・協議を行い、住民の発意

で整備される施設については、その周辺管理や付帯機能の運用を周辺住民

に委ねることを検討する。 
 

3)防災学習･環境学習の機会提供 

百葉箱や雨量計を設置した水防ステーションでは、データ計測などを通

して、地域の人々が協力し、防災学習だけでなく、気象や環境学習の場と

しても活用できる施設として、水防ステーションを活用し、コミュニティ

の活性化の拠点としながら地域の防災力を向上していくことを検討する。

（図 4-1 参照） 
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②水防ステーションの効果  

 
 1)雨水流出抑制効果 
  杉並区には 44 校の小学校、23 校の中学校、1 校の養護学校の、計 68 校

の区立小中（養）学校があり、その校庭面積は、31.7ha である。 
  また、区立公園は、都市公園、児童遊園、緑地を併せると、297 箇所、面

積 51.6ha におよび、総計で 83.3ha にもなる。 
 

  設置数 面積(ha) 

小学校（養護学校1 校を含む）校庭 45 18.8 

中学校校庭 23 12.9 

区立公園 297 51.6 

計 365 83.3 

表 4-1 小中（養）学校の校庭と区立公園の面積 

 
例えば、区立学校の校庭や区立公園を、校庭や公園機能に支障を与えな

い範囲で、仮に 10cm の雨水貯留ができる施設を設置すると、神田川･環状

七号線地下調節池（第 1 期）の 35％に匹敵する貯留量となる。 
また、浸透桝を敷地に埋め込む方法や地下に雨水貯留施設を設けること

も大きな効果が期待できる。 
水防ステーションを設置することによって、校庭、公園から周辺市街地

への雨水流出抑制が図られるだけでなく、区全域の浸水被害を軽減させる

ものと期待される。 

図 4-1 水防ステーションのコンセプト 
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 2)緑化によるヒートアイランド抑制への寄与 
水防ステーションでは、校庭や公園の草地化を図ることによって、照り

返しの防止や防塵、そして、ヒートアイランドを抑制する効果も期待でき

る。 
なお、草地化にあたっては、雨水を活用し底水散水を行うことで、表面

からの散水の約 1／3 の水量で草地の維持が可能になる。草地化にあたっ

ては、維持･管理面の検討を十分に行うことが必要である。 
 

3)水防まちづくり意識啓発の効果 
   68 校の小中(養)学校と 297 箇所の区立公園を中心に水防ステーション

を設置するにあたって、その協議に参加する区民が各水防ステーション

ごとに 10 名いれば、区内全域で水防まちづくりを意識する区民が約

3,000 人生まれることになる。 
 このような取り組みは、水害のみならず、震災対策の面でも区民の応

急対応力の強化に大きな効果が期待できる。 
 

③水防ステーションのイメージ  

水防ステーション設置のパターンは大きく分けて、区立公園に設置す

るタイプと、区立学校に設置するタイプの二つに分かれる。 
 

1)区立公園に設置するタイプ 
区立公園の一部の草地化と併せ、水防ステーション設置を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 4-2  

区立公園に整備され

る水防ステーション

のイメージ 
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■ 区立公園の一部の草地化に併せて、公園の一部を掘り込み、集中豪

雨時の調節池として機能させる 
■ 貯留された雨水を素早く排水する排水路、排水ポンプを設置 
■ 水防（防災）倉庫の設置 
■ 水防（防災）情報発信板の設置 
■ 小規模公園に設置する水防ステーションの設備については周辺住

民との協議をもとに検討 
■ 水防ステーション周辺で井戸端会議 

 
2)区立学校に設置するタイプ 
校庭の草地化と併せ、水防ステーション設置を図る。なお、水防ステ

ーション設置にあたって、PTA や周辺住民との協議を行い、その意見

を十分に踏まえた施設とすることが肝要である。 
 

 
 

図 4-3 小中学校に整備される水防ステーションのイメージ 
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■ 校庭の草地化 
■ 草地化に併せて、校庭に貯留機能をもたせる 
■ 浸透桝や地下の雨水貯留を設置し、集中豪雨時の調節池として機能

させる 
■ 校庭の掘り下げでは貯水された雨水を素早く排水するための排水

システム（排水路、排水ポンプ）を設置 
■ 雨水の一部は循環活用し、校庭の一部をビオトープ化 
■ 水防（防災）倉庫の設置 
■ 水防（防災）情報発信板の設置 
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（２）建物敷地での雨水流出抑制  
 
①雨水浸透 ･貯留、再利用施設の設置費の補助  

時間 50mm を超える降雨に対応するため、杉並区全域の建築物を対象と

して、雨水浸透･貯留施設を設けることを積極的に誘導する。このため、雨

水浸透･貯留施設の設置誘導を図る対象を、建物の新築や改築時はもとより

既存の建物まで拡大し、併せて対象要件となる敷地面積を引き下げるとと

もに、一定規模以上の施設については、雨水浸透･貯留施設や雨水再利用施

設の設置費の一部を補助することを検討する。 
   

②緑化への雨水の活用など複合的な施設整備の誘導  

雨水貯留・浸透施設設置にあたっては、防災用水、雨水の循環活用や緑

化など、その多面的な効果に着目し、単なる水害対策だけでなく、地域

の環境インフラとしての機能を建築物に持たせる方向で制度の構築を検

討する。 
具体的には、杉並区の屋上･壁面緑化助成に、雨水貯留・浸透施設の活

用を組み込むなど、既往の支援制度を拡充することによって、住宅、店

舗、事務所に雨水浸透・貯留、再利用施設の構築を図る。 
 

 

（３）水害に強い建物づくり  
 

①建築指導要綱による地下空間における浸水対策の誘導  

既に、平成 12 年 12 月の河川審議会答申「今後の水災防止のあり方に

ついて」及び平成 13 年 6 月に公布された改正水防法を踏まえ、「地下空

間における浸水対策ガイドライン」が作成されている。これらの知見を

活かし、水害の発生が予想される地域において新たに建設される建物に

対して地下空間における浸水対策の実施を誘導する建築指導要綱を制定

し、地下空間における浸水対策を推進する。 
 

②分譲住宅における地下室設置禁止条例の検討  

マンション等の開発事業者等は、区全域で内水被害が発生する可能性が

あることを鑑み、水害の危険性を十分に把握し対策を講じた上で、集合

住宅、戸建住宅の分譲、賃貸等の事業を行うことが望まれる。 
このため、新たに建設する分譲、賃貸住宅を対象とする地下室の設置を

制限する条例を検討する。 
検討にあたっては、区内における地下室設置の経緯や理由等、地下室設
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置に係る現状データを精査し、分譲・賃貸住宅における地下室設置禁止

の効果を検証した上で、条例化可否の検討を行う。 

 
③浸水被害防止設備の設置誘導  

水害による大きな被害が想定される地区（例えば、床上浸水の可能性が

ある地区）において、区民や事業所が建物単位の水防計画を作成し、こ

れに応じて、浸水被害防止設備の助成を行うことによって設置の誘導を

図る。 
ハザードマップ検討の成果を踏まえ、想定される被害レベルや当該施設

の所有者の所得に応じて、設置助成の額を変えることも検討する。 
 

 設備内容 
止(防)水板 建物の地下や一階部分への浸水を防ぐために出入口に設置する鉄

やアルミ製などの板。人が持ち運んで設置するタイプや機械式によ

り自動的に設置されるタイプがある。 
逆流防止弁 下流からの排水逆流を阻止する機器。これによって半地下部分にあ

るトイレ等からの内水による浸水を防止する。配置場所などによっ

ては機能しないこともある。 
排水ポンプ 雨水を河川や下水道などへ排出する小型ポンプ。浸入した雨水を早

期に排出させることができる。 
吸水土のう 吸水性樹脂などを麻袋の袋に入れ、その充填物質に水が吸着するこ

とで、土のうとなるもの。水を吸っていない場合、軽いため、運搬

が容易である。 
表 4-2 設置補助が考えられる浸水被害防止設備 

 
④浸水を防止 ･軽減するための都市計画ルールの整備  

水害の発生が予想される地域については、区民に対して地下、半地下を

居室として活用しないよう啓発を行い、建築指導要綱により浸水対策の

実施を誘導するとともに、浸水被害を未然に防止・軽減するための地下

利用規制について、都市計画法、建築基準法等による都市計画ルールの

整備の検討を行う。 
容積充当率が既に大きく、今後も地下、半地下構造の建物を建てざるを

得ない地区において、地下利用を規制したり、また、高床式住宅建築を

容認するといった場合には、高さ制限や容積率などの規制緩和について

も併せて検討を行う必要があろうが、こういった規制緩和は、隣接地区

への日影の影響など、地区の環境に大きな影響をおよぼすことも考えら

れる。このため、規制緩和の得失を評価した上で、これらの規制と緩和

の可能性について検討を進めていく。 



第 ４ 章  杉 並 区 に 求 め ら れ る 具 体 的 な 都 市 型 水 害 対 策  

 95 

２．区の緊急対応力 ・即応力の強化  
 

（１）災害情報システムの整備（防災センター、防災情報システム）  
 
第３章で挙げられた水害対策における課題から、情報収集・連絡（提供）

活動面を抽出し、災害情報システムとして必要となるシステム内容を整理す

るとともに、システム機能・構成・活用の各イメージと、今後のシステム整

備範囲の概要を以降に示す。 
 
①水害対策に必要となるシステム内容  

第３章にて抽出された課題と方向性において、情報収集・連絡（提供）活

動面における主な課題は次のとおりである。 
 

ⅰ．常設の防災センターの整備 
ⅱ．災害対応職員の迅速な参集 
ⅲ．区による迅速な状況の把握 
ⅳ．情報システムを通じた区民との災害情報の共有 
ⅴ．水害発生予想周辺住民に対する迅速な注意喚起 
 

これらの課題から、必要となるシステム内容は以下の通りである。 
ⅰ．常設の防災センターの整備 

常設の防災センターを整備することにより、対応職員が常時情報把握が

可能となり、災害対応体制の早期確立、各種対応活動の迅速化が図られる。 
 

ⅱ．災害対応職員の迅速な参集（職員の早期参集と早期体制の確立） 
災害対応職員の迅速な参集においては、雨量センサー情報の自動収集と

基準値を超えた場合の関係職員への携帯メール等による自動通報などを利

用することにより、要員参集時間の短縮・早期の体制確立が図られる。 
 

ⅲ．区による迅速な状況の把握（各種情報の迅速な収集、被害把握・予測） 
区による迅速な状況の把握については、各種気象・現地カメラ映像等の

各種情報を防災センターに自動収集することにより、対応職員が常時監視

可能となる。 
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ⅳ．情報システムを通じた区民との災害情報の共有（区民への情報提供） 

情報システムを通じた区民との災害情報の共有については、防災センタ

ーで自動収集される情報や、各種対策活動状況などをインターネットに情

報提供することにより、区民との情報共有が実現できると考えられる。 
 

ⅴ．水害発生予想周辺住民に対する迅速な注意喚起（区民への情報提供） 
水害発生予想周辺住民に対する迅速な注意喚起については、インターネ

ットによる情報提供に加え、対象住民の携帯メールへの自動送信、対象世

帯に一斉通報が可能な戸別受信機の設置などが考えられる。 
 
現状の主な課題と必要となるシステム内容の関係については、図４－４に

示す。 
 
②災害情報システムに必要となる機能と構成  

災害対策に必要となるシステム内容を踏まえ、災害情報システムが保有す

べき機能・構成は、大別して共通機能と個別支援機能に区分される。 
共通機能としては各種情報収集、地図情報表示・制御、システム運用・保

守の機能が考えられる。 
個別支援機能としては、気象等の実況監視処理、被害予測、被害情報管理、

災害対策活動支援、本部活動支援、区民等への情報提供、訓練支援などが考

えられる。 
災害情報システムに必要となる機能イメージを図４－５に、システム構成

イメージを図４－６に、活用イメージを図４－７に示す。 
 
③今後のシステム整備  

今後のシステム整備においては、本報告において出された情報収集・連絡

（提供）活動面での課題を詳細に整理・分析し、既設のシステムにおける問

題点・課題を併せて整理するとともに、災害情報システムに必要となるシス

テム要件・整備範囲の検討、災害時の担当職員がとるべき行動と併せたシス

テム運用方法と必要となる機能等を整理・検討した上でシステム整備範囲を

検討し、災害情報システムの詳細設計、システム構築を行う必要があると考

えられる。 
今後のシステム整備範囲を図４－８に示す。 
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図 4-4  必要となるシステム内容 

＜水害危険発生から災害対策本部の設立まで＞ 
○水害危険発生から職員参集まで 
・「要員参集の時間を早くすること」、「組織体制を迅速に発足させ

ること」が必要。また、事態の（予想以上の）急激な進捗におい

ても適切に対策が取れる工夫が必要であり、「情報収集・連絡の

自動化」・「迅速な現地対応」が重要。 
○水防非常配備体制下における職員参集手順の課題 
・要員参集の主な手段を、現状の一般電話による連絡網から、直接

該当者に連絡できる複数手段の検討が必要。 
○災害情報センターの情報集約機能 
・現地カメラ映像の活用による迅速な現地情報の確認と水防措置・

避難の指示など対策措置の迅速化を図る必要がある。 
・短時間ではテレメータによるデータの変化のみでは、被害の予測

や対応措置がとれず、事態の急変に対応できていない。 

＜水害危険発生情報の区民周知のあり方 
（水害危険発生～避難勧告）＞ 

○気象情報（注意報・警報）配信における課題 
・急激な豪雨等の発生の時に職員が現地に行って、被害情報の伝達

や広報活動をしている時間がない場合の対応手段を検討するこ

とが必要。 
○水害に対する避難勧告判断の基準に関する課題 
・早期に避難が必要な人（高齢者、傷病者等）に対する措置を地域

単位の避難とは別に検討しておくことが重要。 
○避難勧告周知方法の課題 
・防災無線の活用を考えることが重要であるが、音声による避難勧

告等の情報だけでは効果は少ない。 

＜水害に対する区民レベルでの対応のあり方＞ 
○区民にできる日常の備え・水害時に区民が自主的に行える対応 
・雨水や河川などを使った環境学習や、水害時に区民が自主的に行

える対応についての広報を行うことで、区民への水害に対する意

識啓発を図ることが必要。 

○災害対応体制
の住民への周
知 

○迅速な職員参
集・体制確立 

○迅速な情報の
収集、予測、
把握、配信 

○区民の災害に
対する意識啓
発・防災対応
力の向上 

○やれることはす

ぐやる体制 
○やれないことに

期待しない常識 
○自助・共助の徹底 

平成１７年９月４日の水害対応における主な課題 必要となるシステム内容 対応目標 

○各種情報の迅速な収集 
・気象情報、地震情報の自動収集 
・現地カメラ映像の収集など 

○職員の早期参集と体制の確立 
・携帯電話、インターネット等を活用した
該当職員への直接通知 

○被害の予測 
・自動収集された気象情報等から被害が予
測される箇所を抽出 

○被害の把握 
・現地対応職員、区民や各機関からの報告
される被害情報の地図上への表示 

○区民への情報提供 
・携帯電話、インターネット等を利用し
た気象、避難勧告、被害、現地カメラ映
像等の区民への情報提供 

・環境学習、区民が行える水害時の対応
方法など。 

○災害対策活動の支援 
・防災施設、避難所をはじめ、災害弱者
等の情報蓄積 
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パソコン 

GPS･カメラ付携帯電話等 

映像 

リンクによる情報共有 

情報収集 

区 民 

（防災モニター等） 

非常参集途中の職員 

河川等の固定カメラ 

衛星中継車 

区出先機関 等 

防災関係機関 

ライフライン関係機関 

民間気象情報提供会社 

水防テレメータ観測局 

気象庁等 

区内設置計測震度計 

被災現地 

映像情報等 

河川水位等 

ライブ映像 

被災現地 

ライブ映像 

道路規制 

情報等 

・停電情報 

・交通機関 

運休情報等 

災害報告 

降水予測等 

雨量・水位等 

・気象注意報 

・緊急地震速報
(ﾅｳｷｬｽﾄ)等 

震度情報 

被 

害 

情 

報 

等 
 

気
象
等
デ
ー
タ 

震
度
デ
ー
タ 

図 4-5  システム機能イメージ 

  災害情報システム   

○システム機能   
  
＜共通機能＞   

(1) 情報収集機能   
  ・気象・地震、被災、画像、 

ｶﾒﾗ映像（河川水位等）、 
交通、ﾗｲﾌﾗｲﾝの各種情報   

(2) 地図情報機能   
  ・地図表示・制御   等   
(3) 運用・保守管理機能   

  ・ ﾕｰｻﾞｰ管理、ｼｽﾃﾑ監視   等   
  
＜個別支援機能＞   
(4) 実況監視処理機能   

     (1) における各種情報   
(5) 被害予測機能   

  ・水害被害予測   
・地震被害予測   
( 6 ) 被害情報 管理 機能   
・被害箇所・状況等の登録・ 

表示等   
(7) 災害対策活動機能   
・職員参集、体制、防災施設、 
物資管理、災害履歴情報   等   

(8) 本部活動支援機能   
・大型表示盤制御   

（文字数値・映像、地図等）   
・ＴＶ会議   
(9) 情報提供機能   
・気象･地震、被災、ｶﾒﾗ映像 
( 河川水位等 ) 等の各種情 
報   

・一斉通報   
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送配信   
(10) 訓練支援 機能   
・模擬訓練ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ   等   

  

区出先機関 

  情報伝達・提供   

○  インターネット   
の活用   

○  防災情報の   
メール配信  

○デジタル放送   
の活用   

区 
  
民 
  

  
一般区民の他、   Ｎ 
ＰＯ、防災市民組織 
等、地域コミュニテ 
ィ関係者含む   

 

帰宅困難者   
災害時要援護者 

･パソコ ン   
･ＰＤＡ   
( 携帯情報端末 )   

･テレビ付携帯電話   
･デジタルテレビ   

○  防災無線  
○  電気通信事業   
者回線等  

出先・関係機関等 
  ○     

○   防災関係機関   
  （自衛隊等）   
○   ライフライン関係機関   
○   他市区町村   

○  庁内ＬＡＮ  職員   

○   メール･音声   
による呼び出し  

職員の携帯電話等   

（各種情報の参照） 
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地上系防災

行政無線 

支庁・出先機関

 
 

ルータ 

Com3

PC 端末 

TV モニタ 

関係機関

 
 

ルータ 

Com3

PC 端末 

TV モニタ 

防災行政無線

拡声子局 

一般区民 
 
 

TV モニタ 戸別受信機 

一斉通報 

図 4-6  システム構成イメージ 

 

  杉並区本庁舎 
  
  

  

  

負荷分散 
装置   

  

ルータ   

  

GIS サーバ、各種処理サーバ、 Web サーバ等   
○対応方針の協議   
  

情報収集 
サーバ   

通信処理装置   

操作ﾊﾟｿｺﾝ   

  

インターネット   

大型表示盤   

F/W   

一般区民  
  
  

TV モニタ   PC 端末   

携帯電話   

インターネット    

気象庁 等 
（気象・地震情報）

各種気象 
センサー 

（水位、震度等） 

河川固定カメラ 

モバイル端末等 
（PDA、携帯電話等） 
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G 

地域住民 
洪水情報

G 

五条川が決壊しました！
 

一斉メール配信  

アクセス 

アクセス 

 

 
 

五条川○地点決壊
 

 

デジタル放送 

携帯サイト 

PULL 型配信 

【検索条件入力】 

検索場所の入力 

杉並区○○町×× 

河川名○○川 
 

検索

【検索結果】 

・検索住所 

・杉並区○○町×× 
・最大浸水深 １m 

・最寄の避難所 

 ○○小学校 

住所や郵便番号 
等の文字情報から
の検索がメイン 

・予め準備した計算結果を検索し、静的な情報を提供

・リアルタイムな情報提供は文字、データ中心 

地図、住所等の 

情報からの検索 
【検索結果】 

・検索住所 

・杉並区○○町×× 

・最大浸水深 １m 

・最寄の避難所 

 ○○小学校 

携帯サイト 

PUSH 型配信 

WEB サイト 

PULL型配信 

PUSH型配信 

当 面 

○例： 携帯電話、インターネット等を利用した区民への各種情報提供イメージ 
 

 

五条川○地点決壊
 

G

洪水情報

H 

通信速度
の高速化 

通信速度
の高速化

 

デジタル 
放送化 

H 

避難ルートは有効時間は50 分以内
 

ＧＰＳ、地図から
の検索による情報
取得が容易になる 

【避難ルート】 

・最寄の避難所 

 ○○小学校 

・避難時間 20分 

・有効時間 50分以内 

ＧＩＳの活用、現況
を踏まえた情報によ
るリアルタイムシュ
ミレーション等の動
的情報の提供 

【避難ルート】 

・最寄の避難所 

 ○○小学校 

・避難時間 20 分 

…… 
【緊急警戒避難放送】

デジタル放送化に伴

い、テレビでリアルタ

イムな現況の氾濫状況

について情報提供可能

となる 

将  来 

図 4-7  システム活用イメージ 


